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被災地における林業・木材産業の復興  

「東日本大震災からの復興の基本方針」における該当箇所 府省名 

章 ５ 復興施策 農林水産省 

節 （２） （３）  

項 ① ④  作成年月 

目 （ⅰ） (ⅰ)  平成 23 年 11 月 

これまでの取組み 

○ 仮設住宅等の復旧資材確保のため、木材加工流通施設の復旧を支援。 

○ 被災した林業者等の経営再建のための金融支援を実施。 

当面（今年度中）の取組み 

○ 復興木材の安定供給のため、搬出間伐、路網整備、境界の明確化、高性能林

業機械の導入、加工流通施設整備、バイオマス関連施設整備など川上から川下

まで一体となった対策を支援。 

○ 被災した木材加工流通施設の復旧を支援することにより地域材の加工流通体

制を整備するとともに、被災地における木造公共建築物の整備により、地域材利

用を推進 

○ 被災者の円滑な就業を支援するため、新規林業就業者への研修等を支援。 

 

中・長期的（3 年程度）取組み 

○ 引き続き、復興木材の安定供給のため、搬出間伐、路網整備、境界の明確化、

高性能林業機械の導入、加工流通施設整備、バイオマス関連施設整備など川上

から川下まで一体となった対策を支援。 

 

期待される効果・達成すべき目標 

○ 持続可能な森林経営の確立を図るとともに、復興住宅等への地域材利用を推

進。 
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木質系震災廃棄物を活用した熱電供給の推進  

「東日本大震災からの復興の基本方針」における該当箇所 府省名 

章 ５ 復興施策 農林水産省 

節 （３） 

項 ④ 作成年月 

目 （ⅱ） 平成 23 年 11 月 

これまでの取組み 

○ 瓦礫処理の円滑化に資する木材破砕機の整備を支援。 

○ 被災地における木質系震災廃棄物等のエネルギー利用への活用可能性に関す

る調査を実施中。 

当面（今年度中）の取組み 

○ 上記調査結果を踏まえつつ、木質系震災廃棄物や未利用間伐材等を活用して

地域に熱や電気を供給する施設整備を支援。 

 

中・長期的（3 年程度）取組み 

○ 路網整備や高性能林業機械の導入等を促進し、木質系震災廃棄物の処理終

了後に円滑に未利用間伐材等が活用できる体制を構築。 

期待される効果・達成すべき目標 

○ 瓦礫処理の円滑化を図るとともに、間伐材等の活用による森林・林業の再生、

地域経済の活性化、雇用確保を推進。 

 

 

214




